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厚生年金基金の代行部分(過去分)返上及び特別利益の発生に関するお知らせ 

 

 

 

 

当社が加入する極洋厚生年金基金は、確定給付企業年金法に基づき、平成 26 年 9 月 1 日

付けで厚生労働大臣より厚生年金基金代行部分の過去分返上の認可を受けましたのでお知

らせいたします。 

 

これに伴い、当社は「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

25 号）第 46 項に基づき、当該認可の日において代行部分にかかる退職給付債務の消滅及び

これに伴う損益を認識いたしました。この結果、当事業年度に厚生年金基金代行返上益を特

別利益として約 35 億円計上いたします。 

 

なお、当該返上益を含めた平成 27 年 3 月期第 2 四半期及び通期の業績予想につきまして

は、現在算定中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。 

 

 

 

 

以上 

 


